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現状

民事責任と被害の
回復

短期
課題

中長期
課題

事故原因調査等を通じ
た再発防止・未然防止

・交通事故総合分析セン
ター（ITARDA）

（民間法人・強制力なし）

法制度に基づく自動運転事故
調査機関による迅速かつ実効
性のある事故原因究明の仕組
み

※情報提供の在り方について
は、民事・行政・刑事に共
通するテーマとして検討

全国各地の多様な実情に応じ
た実証を実施、データ収集・
分析を加速化

法定事故調査機関の実効性向
上に向けた検討

データの取扱い等の制度化に
向けた検討

AI時代の民事責任の新たな在
り方の検討

（物損の場合の検討、保険の
求償円滑化・一次的責任主体
の検討、リスク探索のプロセ
スの適正性のみを判断する責
任（免責）制度及び被害者救
済措置（保険等）等）

・運行供用者責任（自賠法）

・製造物責任（製造物責任法）

・不法行為責任（民法）

・国家賠償責任（国賠法）

製造物責任等の民事上の責任
に関し、

・オーナーへの注意・警告の
在り方に係る考え方の明確
化

・ソフトウェア及びアップ
デートの扱いに係る考え方
の明確化

・自動運転車の特性等を踏ま
えた欠陥・過失概念の検討

刑事責任

・業務上過失致死傷罪（刑法）

・危険運転致死傷罪（自動車運
転死傷行為処罰法）等

※協議・合意制度の適用なし

自動運転における刑事責任（過
失）に関する考え方の明確化

行政上の責任

・許認可取消し等

（道路交通法、道路運送車両
法 等）

※リコール制度

自動運行装置の認可に係る考
え方の明確化

AI時代の行政処分の新たな在り
方の検討

（行政等に企業が自ら必要な情
報を提供すること等をより積極
的に促す仕組み等）

自動運転車の走行を前提とした
交通ルールの在り方の検討

ガイドライン作成（製造物責任法、道路交通法、道路運送車両法 等）

システムの安全性等についての基本的な考え方の明確化

AI時代の刑事責任の新たな在り方
の検討

（過失概念の再検討、法人制裁の
在り方、法定事故調査機関の事故
原因究明と刑事手続との関係等）

※検討に当たっては、遺族等
の処罰感情等への配慮や想定
する事故の具体化等の検討も
必要。
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各国法制度・法案等の比較 サマリー

アメリカ ドイツ
EU

（未成立）
イギリス

（未成立）
日本

民事
責任

【運転者】
過失責任（強制加入保険なし（一部の
州では付保要件あり））
【運送事業者】
過失責任（一部の州では実証実験時に
付保要件あり）
【メーカー等】
製造物責任（無過失責任）（一部の
州では責任緩和の議論・規則案があった
が明文化されず）

【運転者】
過失責任（強制加入保険によるカバーあ
り）
【技術監督人（≒運送事業者）】
過失責任（強制保険によるカバーあり）
【メーカー等】
製造物責任（無過失責任）

【運転者】
－（直接的な規定無し）
【運送事業者】
－（直接的な規定無し）
【メーカー等】
製造物責任（無過失責任）（対象物
の拡大等）
※AIに係る不法行為責任についても無
過失責任化に向けた議論

－（損害賠償請求に係る直接的な規定
は新法案中には無し）

※当局から補償等を命じる場合がある

【運転者】
自賠責（事実上の無過失責任）
【運送事業者】
自賠責（事実上の無過失責任）
【メーカー等】
製造物責任（無過失責任）
or不法行為責任（過失責任）

行政法上
の責任
（行政処
分等）

【許可取消し】
許可取消し等（州ごとに規定）
【制裁金等】
※安全基準違反等に基づく制裁金の可
能性

【許可取消し】
許可取消し等（連邦自動車庁・連邦交
通デジタルインフラ省）
【制裁金等】
※EU AI Act（案）の制裁金適用の可
能性

【許可取消し】
－（許認可等については国ごとに規定）
【制裁金等】
※EU AI Act（案）の制裁金適用の可
能性

【許可取消し】
自動運転車の許可取消し（事業者のラ
イセンス制度は別途定める可能性あり）
【制裁金等】
規制違反・命令違反があれば、制裁金が
課され得る

【許可取消し】
許可取消し等（公安委員会）
許可仮停止（警察署長）
【制裁金等】
なし

刑事責任 【個人】
過失致死傷等（州ごとに規定）
【法人】
法人処罰の可能性あり（州ごとに規定）
※連邦法上の罪については訴追延期合
意制度あり（過失致死傷等州法上の罪
については適用なし）

【個人】
個人：過失致死傷罪等
※自動運転車について「倫理規則」に基
づき免責の余地との議論あり
【法人】
法人：法人処罰なし

－（国ごとに規定） 【個人】
自動運転車について使用者の刑事責任
を原則免責

【個人】
業務上過失致死傷他
【法人】
刑法はなし（道交法に一部両罰規定）
※協議・合意制度あり（業務上過失致
死傷罪には適用なし）

データ収
集・
システム改
善・
事故調査
関連

【情報提供義務】
連邦（NHTSA）にメーカー等の報告義
務、その他、州によっては使用者の既存の
事故報告義務に自動運転車を織り込み
対応
【規制当局の調査権限】
連邦の（FMVSSに基づく）欠陥等調査
権限

【情報提供義務】
当局からの要請に応じて保存データを提
供する義務（被害者による開示請求権
あり）
【規制当局の調査権限】
研究機関等にデータを共有して事故調査
を行う権限

－（国ごとに規定） 【情報提供義務】
自動車の安全性に係る情報の提供を義
務付け
【規制当局の調査権限】
当局の捜査機関等への照会権限、当局
による事故等調査権限

【情報提供】
事故時の情報については、交通事故総
合分析センター（ITARDA）による関係
者に対する任意の協力依頼等
【規制当局の調査権限】
車両に起因する事故や車両の不具合に
ついて、メーカー等への報告要請・調査権
限

調査中

（三菱総合研究所調べ）

※三菱総合研究所調べ（中間報告）であり、今後最終報告に向
けた調査と合わせて政府においても調査訓令等により精査を予定
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